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１　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景

（
１
）
狭
山
市
の
背
景

狭
山
市
は
埼
玉
県
の
南
西
部
、
都
心
か
ら
35
㎞
か
ら

40
㎞
圏
に
位
置
し
、
昭
和
29
年
に
人
口
３
万
５
０
０
０

人
の
田
園
都
市
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。

市
の
中
央
に
環
状
線
の
国
道
16
号
が
横
断
し
、
北

西
部
に
は
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道
、
狭
山
日
高

Ｉ
Ｃ
が
あ
り
、
今
年
度
中
に
は
関
越
自
動
車
道
、
中

央
自
動
車
道
に
加
え
、
東
名
高
速
道
路
、
東
北
自
動

車
道
ま
で
接
続
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
輸
送
に
は
た

い
へ
ん
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
り
ま
す
。　

市
の
総
面
積
は
、
４
９
０
４
ha
で
、
そ
の
約
29
％

が
市
街
化
区
域
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
、
概
ね
住
居

系
が
73
％
、
商
業
系
４
％
、
工
業
系
23
％
（
工
業
専

用
区
域
１
８
２
ha
、
工
業
地
域
30 

ha
、
準
工
業
地
域

１
１
４
ha
）
で
す
。

県
内
で
中
堅
ク
ラ
ス
の
狭
山
市
は
、
昭
和
30
年
代

後
半
か
ら
、
40
年
代
に
か
け
て
、
二
つ
の
工
業
団
地

を
整
備
し
た
こ
と
か
ら
、
埼
玉
県
を
代
表
す
る
工
業

都
市
と
な
り
、
昭
和
57
年
に
は
製
造
品
出
荷
額
が
県

内
で
首
位
と
な
り
、
平
成
21
年
ま
で
継
続
し
ま
し
た

が
、
22
年
、
23
年
で
は
第
２
位
に
な
り
、
24
年
に
は

再
び
首
位
に
な
り
ま
し
た
。

市
内
に
は
製
造
業
約
４
３
０
事
業
所
が
操
業
し
て

お
り
、
製
造
品
出
荷
額
の
内
訳
は
、
輸
送
用
機
械
器

具
が
68
％
を
占
め
、
続
い
て
食
料
品
の
８
％
、
化
学

工
業
の
６
％
と
続
い
て
い
ま
す
。（
図
１
・
図
２
は

工
業
統
計
調
査
、
図
３
・
図
４
・
図
５
は
事
業
所
操

業
環
境
状
況
調
査
）

（
２
）
狭
山
市
工
場
立
地
法
地
域
準
則
条
例
（
以
下
、

準
則
条
例
）
を
制
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景

①
工
場
立
地
法
の
事
務
が
市
に
移
譲
さ
れ
ま
し
た

【条例制定の事例】

埼玉県狭山市
狭山市工場立地法地域準則条例

狭山市環境経済部商工業振興課
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工場に義務付ける緑地面積率等に係る地域準則の制定権限及び関連事務が全ての市に
移譲されたことを受け、埼玉県狭山市は、独自の「緑地面積率等の基準」を定める条
例を制定した。従来の国の基準よりも要件を緩和し、市内立地工場が運営しやすい環
境を整えて、さらなる設備投資や雇用増大による地域産業振興を図る。
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図１　製造品出荷額の推移
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昭
和
40
年
代
、
日
本
は
高
度
成
長
期
を
迎
え
工
業

は
急
成
長
し
ま
し
た
が
、
そ
の
代
償
と
し
て
多
く
の

公
害
問
題
が
発
生
し
、
深
刻
化
し
た
こ
と
か
ら
、
工

場
立
地
の
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
、
工
場
立
地
法

が
昭
和
49
年
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
公
害
を
抑
制
す
る
技
術
革
新

が
進
み
、環
境
の
状
況
は
飛
躍
的
に
好
転
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
近
年
の
国
内
の
製
造
業
の
環
境
は
、
経

済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
多
く
の
日
本
企
業
は

競
合
ア
ジ
ア
諸
国
等
に
進
出
し
、
国
内
の
工
業
、
特

に
製
造
業
は
空
洞
化
が
進
み
、
雇
用
面
に
お
い
て
も

大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

 

図２　業種別出荷額の推移
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こ
の
た
め
、国
内
の
製
造
業
へ
の
支
援
策
と
し
て
、

工
場
立
地
法
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
緑
地
等
の
取

扱
い
が
段
階
的
に
軽
減
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

平
成
23
年
８
月
に
公
布
さ
れ
た
「
地
域
主
権
第
二

次
一
括
法
」
の
施
行
も
そ
の
一
環
で
あ
り
、
平
成
24
年

４
月
か
ら
は
、県
及
び
政
令
指
定
都
市
の
事
務
で
あ
っ

た
工
場
立
地
法
に
係
る
事
務
が
、
全
て
の
市
に
権
限

が
移
譲
さ
れ
る
と
と
も
に
、
法
の
定
め
た
範
囲
内
に

お
い
て
、各
自
治
体
の
環
境
に
合
っ
た
独
自
の
緑
地
率
、

環
境
施
設
面
積
率
（
以
下
緑
地
率
等
）
を
「
準
則
条

例
」と
し
て
制
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

東
京
都
を
は
じ
め
、
周
辺
の
県
で
は
、
独
自
の
準

則
条
例
が
制
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
埼
玉
県
で
は

制
定
し
て
い
な
い
た
め
、
市
が
独
自
の
準
則
条
例
を

制
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

②
市
内
企
業
か
ら
の
相
談

企
業
支
援
を
担
当
を
す
る
当
課
で
は
、
工
業
会
を

は
じ
め
と
す
る
各
事
業
所
と
の
意
見
交
換
を
行
っ
て

お
り
、
そ
の
中
で
、
事
業
拡
張
を
希
望
し
て
も
周
辺

に
用
地
が
な
く
困
っ
て
い
る
旨
の
相
談
が
数
社
か
ら

あ
り
ま
し
た
。

立
地
し
た
当
時
は
、
周
辺
が
農
地
等
で
あ
り
ま
し

た
が
、
現
在
で
は
住
宅
が
多
く
、
用
地
の
追
加
取
得

が
困
難
な
事
業
所
が
多
数
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
り
準
則
条
例
の
制
定
の
検
討

を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

２　

条
例
制
定
の
経
緯

（
１
）
庁
内
調
整

都
市
計
画
法
担
当
課
・
開
発
行
為
・
緑
地
保
全
・

環
境
対
策
の
担
当
課
を
対
象
に
、
条
例
を
制
定
す
る

に
当
た
り
、
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
関
係
法
令
や
条

例
、
推
進
し
て
い
る
事
業
に
つ
い
て
の
説
明
等
を
受

け
今
後
の
対
応
を
協
議
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果

①
工
業
専
用
地
域
の
中
に
独
自
の
緑
地
率
を
設
定

し
て
い
る
地
区
計
画
区
域
が
あ
り
、
そ
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
。

②
開
発
行
為
と
準
則
条
例
が
該
当
し
た
場
合
、
ど

ち
ら
の
規
定
を
優
先
さ
せ
る
の
か
。

③
埼
玉
県
条
例
で
あ
る
「
ふ
る
さ
と
埼
玉
の
緑
を

守
り
育
て
る
条
例
」、
市
の
総
合
振
興
計
画
に
示
さ

図５　従業員数の内訳

図３　資本金の内訳

図４　直前の決算売上状況
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れ
て
い
る
将
来
像「
緑
と
健
康
で
豊
か
な
文
化
都
市
」

と
の
整
合
性
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
な
ど
の

問
題
提
起
が
あ
り
ま
し
た
。

（
２
）
経
済
産
業
省
、
関
東
経
済
産
業
局
か
ら
の
助
言

市
に
工
場
立
地
法
の
事
務
が
権
限
移
譲
と
な
っ
た

こ
と
に
よ
る
取
扱
い
に
つ
い
て
の
説
明
会
が
開
催
さ

れ
、
経
済
産
業
省
、
関
東
経
済
産
業
局
か
ら
の
説
明

の
後
に
、「
疑
問
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
」
と
の
挨
拶
を
い
た
だ
い
た
こ
と
か
ら
、
準
則

条
例
の
策
定
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
、
庁
内
で

問
題
提
起
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
の
助
言
を
受
け
る

た
め
に
、
失
礼
な
が
ら
直
接
伺
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

担
当
に
な
っ
て
日
が
浅
い
私
が
何
処
ま
で
踏
み
込

ん
だ
話
が
で
き
る
の
か
不
安
を
抱
え
な
が
ら
の
訪
問

で
し
た
が
、
た
い
へ
ん
丁
寧
に
相
談
を
受
け
て
頂
き

ま
し
た
。

次
に
、
関
東
圏
内
の
自
治
体
が
制
定
し
た
準
則
条

例
の
資
料
を
集
め
、
独
自
の
緑
地
率
等
を
設
定
し
た

状
況
等
の
問
い
合
わ
せ
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

当
然
の
こ
と
で
す
が
、
関
東
圏
内
で
も
都
心
か
ら

離
れ
て
い
て
、
緑
が
豊
富
な
自
治
体
は
、
思
い
切
っ

た
緑
地
率
等
の
緩
和
策
を
実
施
し
て
お
り
、
都
心
に

近
い
ほ
ど
緑
地
の
緩
和
率
が
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、都
心
か
ら
の
距
離
が
同
程
度
で
、

工
場
、
住
宅
の
立
地
状
況
が
類
似
し
て
い
る
自
治
体

の
緑
地
率
を
参
考
に
決
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

庁
内
会
議
で
は
、
緑
地
等
の
負
担
の
軽
減
を
行
う

こ
と
に
つ
い
て
の
異
論
が
あ
り
ま
し
た
が
、
工
業
、

特
に
製
造
業
の
空
洞
化
に
よ
る
経
済
の
危
機
的
状
況

や
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
設
備
投
資
が
活

発
に
な
り
、雇
用
の
創
出
に
繋
が
る
こ
と
を
説
明
し
、

６
回
の
庁
内
会
議
を
経
て
合
意
が
で
き
、
法
規
担
当

課
と
調
整
し
、
狭
山
市
工
場
立
地
法
地
域
準
則
条
例

案
が
策
定
で
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、庁
内
で
の
政
策
調
整
会
議
、政
策
会
議
、

庁
議
を
経
て
議
会
に
提
案
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
は
18
日
間
実
施
し
ま
し
た
。

３　

条
例
の
内
容
と
構
成
に
つ
い
て

本
条
例
は
、
７
条
の
条
文
で
構
成
し
て
い
ま
す
。

第
１
条
（
趣
旨
）
は
、
工
場
立
地
法
４
条
の
２
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
４
条
１
項
の
規
定
に
よ
り

公
表
さ
れ
た
準
則
に
代
え
て
、
適
用
す
べ
き
準
則
を

定
め
る
規
定
で
す
。

第
２
条
（
定
義
）
は
、
使
用
す
る
用
語
の
意
義
に

つ
い
て
の
規
定
で
す
。

第
３
条
（
区
域
並
び
に
緑
地
及
び
環
境
施
設
の
面

積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
）
は
、
市
独
自
の
面

積
率
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
準
工

業
・
工
業
地
域
に
つ
い
て
は
５
％
緩
和
し
て
緑
地
率

を
15
％
、
環
境
施
設
面
積
率
を
20
％
に
し
、
工
業
専

用
地
域
で
は
10
％
緩
和
し
て
緑
地
率
を
10
％
、
環
境

施
設
面
積
率
を
15
％
と
し
、
地
区
計
画
区
域
は
準
則

条
例
の
区
域
外
に
し
ま
し
た
。

第
４
条
（
敷
地
が
２
以
上
の
区
域
に
わ
た
る
場
合

の
適
用
）
は
、
工
場
の
敷
地
が
２
つ
以
上
の
用
途
区

域
に
わ
た
る
場
合
の
規
定
で
、
敷
地
面
積
が
多
い
地

域
の
緑
地
率
等
で
全
て
の
敷
地
を
算
出
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

第
５
条
（
建
築
物
屋
上
等
緑
化
施
設
等
の
緑
地
面

積
へ
の
算
入
割
合
）
は
、
重
複
緑
地
及
び
屋
上
緑
化

施
設
の
取
扱
い
で
、
工
場
立
地
法
で
は
緑
地
と
し
て

25
％
ま
で
カ
ウ
ン
ト
で
き
ま
す
が
、
準
則
条
例
を
制

定
し
た
自
治
体
に
つ
い
て
は
、
条
例
に
規
定
を
設
け

る
こ
と
に
よ
り
、
50
％
ま
で
カ
ウ
ン
ト
で
き
る
制
度

に
基
づ
き
限
度
ま
で
設
定
し
ま
し
た
。

第
６
条（
他
の
地
方
公
共
団
体
の
長
と
の
協
議
）は
、

工
場
の
敷
地
が
２
つ
以
上
の
市
町
村
に
ま
た
が
る
場

合
、自
治
体
の
長
が
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
す
。

第
７
条
（
委
任
）
は
、
条
例
に
定
め
て
い
な
い
内

容
が
発
生
し
た
場
合
は
市
長
が
別
に
定
め
る
と
し
た

も
の
で
す
。

４　

今
後
の
課
題

以
上
の
経
緯
に
よ
り
「
準
則
条
例
」
は
平
成
26
年

１
月
１
日
か
ら
施
行
し
ま
し
た
が
、
企
業
支
援
を
推

進
す
る
際
に
次
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。

（
１
）
新
規
に
立
地
す
る
た
め
の
用
地
の
不
足

当
市
は
二
つ
の
工
業
団
地
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在

紹
介
で
き
る
用
地
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
圏
央

道
の
延
長
が
実
施
さ
れ
る
な
か
、
２
万
㎡
、
３
万
㎡
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の
用
地
を
希
望
す
る
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
す
が
、

空
用
地
が
生
じ
た
ら
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
で
対

応
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
後
継
者
問
題

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
に
よ
る
と
、
後
継
者
が

決
ま
っ
て
い
な
い
事
業
所
が
57
％
に
達
し
て
お
り
、

こ
の
内
の
２
割
弱
の
事
業
所
に
つ
い
て
は
廃
業
又
は

施
設
の
譲
渡
等
を
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
全
国
的
に
も
、
同
じ
よ
う
な
状
況
で

あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
国
、
自
治
体
が
早
急
に
有
効

な
施
策
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
３
）
人
口
の
減
少
の
歯
止
め

当
市
の
人
口
は
平
成
７
年
の
16
万
２
０
０
０
人
を

ピ
ー
ク
に
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
、
26
年
３
月
で
は

15
万
４
０
０
０
人
に
な
り
ま
し
た
。
年
少
人
口
、
生

産
年
齢
人
口
の
比
率
は
低
下
し
、
老
齢
人
口
の
比
率

は
２
割
を
超
え
て
年
々
増
加
し
、
少
子
高
齢
化
が
進

ん
で
い
ま
す
。

狭
山
市
に
居
住
さ
れ
る
条
件
と
し
て
、
通
勤
時
間

は
大
き
な
要
素
と
考
え
て
お
り
、
準
則
条
例
の
施
行

に
よ
り
多
く
の
市
内
事
業
所
に
活
性
化
し
て
い
た
だ

き
、
雇
用
の
増
加
に
繋
げ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

５　

今
後
の
展
望

現
在
、
市
が
行
っ
て
い
る
企
業
支
援
に
関
す
る
支

援
は
次
の
よ
う
な
施
策
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

①
中
小
企
業
を
対
象
に
し
た
８
種
類
の
「
融
資
制

度
」
を
実
施
し
て
お
り
、
20
～
30
％
の
利
子
助
成
も

行
っ
て
い
ま
す
。

②
「
企
業
立
地
奨
励
金
制
度
」
を
設
け
、
製
造
業

等
の
事
業
所
が
新
規
立
地
し
た
場
合
、
既
存
の
事
業

所
が
事
業
拡
張
の
た
め
に
設
備
投
資
を
し
た
場
合
、

一
定
の
規
模
以
上
で
あ
れ
ば
、
取
得
し
た
土
地
、
家

屋
、
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税

の
２
分
の
１
相
当
額
を
５
年
間
交
付
す
る
と
と
も

に
、
設
備
投
資
に
伴
い
新
た
に
雇
用
し
た
場
合
の
助

成
も
行
っ
て
い
ま
す
。

③
中
小
企
業
者
、
起
業
希
望
者
が
新
規
製
品
の
研

究
・
開
発
を
行
う
施
設
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
を
建
設
し
運
営
す
る
と
と
も
に
、
開
発
に
関
す

る
様
々
な
課
題
に
つ
い
て
、
首
都
圏
産
業
活
性
化
協

会
の
専
門
員
が
対
応
し
、産
学
官
の
連
携
の
紹
介
や
、

公
的
助
成
金
の
申
請
方
法
、
特
許
取
得
の
た
め
の
指

導
や
助
言
を
行
っ
て
い
ま
す
。

④
市
内
中
小
企
業
者
に
つ
き
ま
し
て
も
「
中
小
企

業
経
営
支
援
相
談
事
業
」
を
実
施
し
、同
様
の
助
言
・

指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

⑤
用
地
の
拡
張
に
つ
い
て
は
、
県
が
推
進
し
て
い

る
、「
田
園
都
市
産
業
ゾ
ー
ン
基
本
方
針
」に
基
づ
き
、

新
た
な
工
業
系
の
土
地
利
用
転
換
に
つ
い
て
検
討
を

始
め
た
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
、
準
則
条
例
と
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の
施
策
を

有
効
に
活
用
し
て
企
業
支
援
を
推
進
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
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